
様式第１号の 3  

 平成 24年 7月 1日 

東 京 都 知 事 指 定 第 三 者 評 価 機 関  

公益財団法人 東京都環境公社 理事長 殿 

 

                                     吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社の住所 

                                     及び名称並びに代表者名 

                          東京都墨田区江東橋 4-26-5 

                                     株式会社環境 ABC 

                                     代表取締役  環境 正太郎       ○印  

         

承 継 認 定 申 請 書 

 

   東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合認定制度実施 

要綱第 14条の 3の規定に基づき、吸収合併・吸収分割に係る書類を添えて申請します。 

 

■申請内容         

変更内容   ☑ 吸収合併                  □ 吸収分割 

吸収合併存続会社 

又は吸収分割承継会社 

法人名称 株式会社環境 ABC 

代表者名 代表取締役  環境 正太郎    

住所 東京都墨田区江東橋 4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル 8F 

吸収合併消滅会社又は

吸収分割会社 

 

＊複数の会社との合併等の

場合は、②欄へ記載してくだ

さい。 

① 

法人名称 株式会社環境管理サービス 

代表者名 代表取締役 産廃 良一 

住所 東京都大田区馬込 1-1-3 交通ビル 5F 

② 

法人名称  

代表者名  

住所  

効力発生日 平成 24年 8月 1日 

 

■承継する内容 

認定区分 業の区分 
専門性の有無 

（有の場合：業の区分） 
認定有効期間 

産廃エキスパート 
収集運搬業 

（積替え保管を除く） 

収集運搬業 

(積替え保管を除く) 

平成 24年 4月 1日～ 

平成 27年 3月 31日 

産廃エキスパート 中間処理業 無 
平成 24年 4月 1日～ 

平成 27年 3月 31日 
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■申請者が現在保有している認定の状況 

評価区分 業の区分 
専門性の有無 

（有の場合：業の区分） 
有効期間 

産廃プロフェッショナル 
収集運搬業 

（積替え保管を除く） 

収集運搬業 

(積替え保管を除く) 

平成 23年 4月 1日～ 

平成 25年 3月 31日 

産廃プロフェッショナル 中間処理業 無 
平成 23年 4月 1日～ 

平成 25年 3月 31日 

 

 

■申請内容に関する問い合わせ先 

名称（所属） 株式会社環境 ABC  環境技術部  技術課 

（フリガナ） 

担当者氏名 東
アズマ

 京太郎
キ ョ ウ タ ロ ウ

 

電話番号 03-3644-1381 

FAX番号 03-3644-2260 

メールアドレス azuma@tokyokankyo.jp 

 

 

添付書類 

（1） 登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

（2） 吸収合併契約書又は吸収分割契約書等（吸収合併又は吸収分割の内容が確認できる書面） 

（3） 吸収合併又は吸収分割後の法人における自己評価表 

（4） 吸収合併又は吸収分割後の東京都産業廃棄物処理業許可証の写し 

（5） 交付を受けた認定証の写し 

 

 


